
第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地
過
疎
地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 057120 総元簡易郵便局 ○ 千葉県夷隅郡大多喜町黒原２０８ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 057120 総元簡易郵便局 ○ 千葉県夷隅郡大多喜町黒原２０８－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 077150 仁良川簡易郵便局 ○ 栃木県下野市仁良川１４６８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 077150 仁良川簡易郵便局 ○ 栃木県下野市仁良川１４６８ - ○ ○ × ○ × -

変更前 営業所 116910 社簡易郵便局 ○ 長野県諏訪郡下諏訪町社６６１８－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 116910 社簡易郵便局 ○ 長野県諏訪郡下諏訪町社６６１８－５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 228840 東員鳥取簡易郵便局 ○ 三重県員弁郡東員町鳥取１０３０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 477510 打田下井阪簡易郵便局 ○ 和歌山県紀の川市下井阪４９２－１０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 477510 下井阪簡易郵便局 ○ 和歌山県紀の川市下井阪４９２－１０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 527990 西伯中谷簡易郵便局 ○
鳥取県西伯郡南部町下中谷賀祥上６０
６

○ ○ ○ × ○ × -

変更後 営業所 527990 西伯中谷簡易郵便局 ○ 鳥取県西伯郡南部町下中谷６０６ ○ ○ ○ × ○ × -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 787500 松木簡易郵便局 ○ 鹿児島県霧島市国分松木町１１－４７ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 797280 阿三簡易郵便局 ○
鹿児島県大島郡伊仙町阿三１１９１－
１

○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 797280 阿三簡易郵便局 ○
鹿児島県大島郡伊仙町阿三１１９１－
２

○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 818060 鎌先簡易郵便局 ○
宮城県白石市福岡蔵本鎌先１番４０－
３

- ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 818060 鎌先簡易郵便局 ○
宮城県白石市福岡蔵本鎌先一番４０－
３

- ○ ○ × ○ ○ -

H25.5.1 業務変更

H25.5.1 住居表示変更

H25.5.1 契約解除

H25.5.1 住居表示変更

H25.5.1 改称

H25.5.1 住居表示変更

H25.5.1 住居表示変更

H25.5.1 契約締結

H25.5.1 住居表示変更



第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地
過
疎
地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 857780 中田簡易郵便局 ○ 山形県最上郡金山町中田２５５－１１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 857780 中田簡易郵便局 ○ 山形県最上郡金山町中田２５５－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 977250 東聖簡易郵便局 ○
北海道上川郡東神楽町ひじり野南一条
１－２－１

- ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 977250 東聖簡易郵便局 ○
北海道上川郡東神楽町ひじり野南１条
１－２－１

- ○ ○ × ○ ○ -

変更前 － － － - － - － － － － － -

変更後 営業所 090730 川崎東郵便局 - 神奈川県川崎市川崎区東扇島８８ - ○ × × × × -

変更前 郵便局 081980 甲府市役所内郵便局 - 山梨県甲府市相生２－１７－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 081980 甲府市役所内郵便局 - 山梨県甲府市丸の内１－１８－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 327220 本江簡易郵便局 ○ 富山県射水市かもめ台２１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 410610 大阪中央郵便局 - 大阪府大阪市北区梅田１－３－１ - ○ × ○ × ○ ゆうちょ銀行

変更後 営業所 410610 大阪中央郵便局 - 大阪府大阪市北区梅田３－２－４ - ○ × ○ × ○ ゆうちょ銀行

変更前 郵便局 797320 山間簡易郵便局 ○ 鹿児島県奄美市住用町山間４１６－４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 797320 山間簡易郵便局 ○ 鹿児島県奄美市住用町山間４１５－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 022970 川崎新丸子郵便局 - 神奈川県川崎市中原区新丸子町７４２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 022970 川崎新丸子郵便局 - 神奈川県川崎市中原区新丸子町７６９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 067320 麻生北簡易郵便局 ○ 茨城県行方市麻生田倉３２８８－５０ - ○ ○ × ○ ○ -

H25.5.7 移転

契約締結

H25.5.7

H25.5.7 移転

H25.5.13 移転

H25.5.1 住居表示変更

H25.5.4 新設

H25.5.1 住居表示変更

移転

H25.5.13 契約締結

H25.5.7



第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地
過
疎
地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 527180 日吉津下口簡易郵便局 ○
鳥取県西伯郡日吉津村日吉津８６３－
６

- ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 817220 大浦簡易郵便局 ○ 宮城県気仙沼市大浦２８１－２０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 817220 大浦簡易郵便局 ○ 宮城県気仙沼市大浦４４－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 317610 北川尻簡易郵便局 ○ 石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ナ５０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 317610 北川尻簡易郵便局 ○
石川県羽咋郡宝達志水町北川尻参２２
－１

○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 441850 京都嵯峨郵便局 -
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町
１

- ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 441850 京都嵯峨郵便局 -
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町
１８－７

- ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 471070 藤井郵便局 -
和歌山県御坊市藤田町藤井２０３１－
６

○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 471070 藤井郵便局 -
和歌山県御坊市藤田町吉田１０２３－
３

○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 700570 開南郵便局 - 沖縄県那覇市松尾２－１７－３３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 700570 開南郵便局 - 沖縄県那覇市樋川２－１－３１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 080540 身延山郵便局 - 山梨県南巨摩郡身延町身延３７５６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 080540 身延山郵便局 - 山梨県南巨摩郡身延町身延３７６０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 218250 道慈簡易郵便局 ○ 愛知県豊田市大平町下栗３２－１ ○ ○ × × × × -

変更後 営業所 218250 道慈簡易郵便局 ○ 愛知県豊田市大平町下栗３２－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

H25.5.20 移転

H25.5.27 移転

移転

H25.5.20 移転

H25.5.13 契約締結

H25.5.20

　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、

H25.5.13 移転

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。

移転

H25.5.20

　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。

H25.5.28 業務変更


